
◎暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正

する法律 
（平成一六年四月二八日法律第三八号）   

一、提案理由（平成一六年四月七日・衆議院内閣委員会） 

○小野国務大臣 ただいま議題となりました暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明い

たします。 

 この法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢にかんがみ、指定暴力団の代表者等

は、凶器を使用した対立抗争または内部抗争によりその指定暴力団員が他人の生命、身

体または財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずること

とするほか、暴力的不法行為等の範囲を拡大することをその内容としております。 

 以下、各項目ごとにその概要を御説明申し上げます。 

 第一は、指定暴力団の代表者等の損害賠償責任に関する規定の整備についてでありま

す。 

 これは、指定暴力団を代表する者またはその運営を支配する地位にある者は、指定暴

力団相互間または指定暴力団内部の集団相互間に対立が生じ、これにより指定暴力団員

による凶器を使用しての暴力行為が発生した場合において、当該暴力行為により他人の

生命、身体または財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任

ずることとするものであります。 

 第二は、暴力的不法行為等の追加等についてであります。 

 これは、刑法第二編第三十三章（略取及び誘拐の罪）、出入国管理及び難民認定法第

九章等に規定する罪を暴力的不法行為等に係る別表に追加する等の措置を講ずるもので

あります。 

 なお、この法律の施行日は、一部を除き、公布の日としております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概略であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。 

二、衆議院内閣委員長報告（平成一六年四月一三日） 

○山本公一君 ただいま議題となりました暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を

御報告申し上げます。 

 本案は、最近における暴力団をめぐる情勢にかんがみ、指定暴力団の代表者等は、凶

器を使用した対立抗争または内部抗争によりその指定暴力団員が他人の生命、身体また

は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずることとする

ほか、暴力的不法行為等の範囲を拡大しようとするものであります。 

 本案は、去る四月二日本委員会に付託され、同月七日小野国家公安委員会委員長から

提案理由の説明を聴取いたしました。同月九日質疑を行い、採決いたしましたところ、



本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院内閣委員長報告（平成一六年四月二一日） 

○簗瀬進君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査

の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢にかんがみ、指定暴力団の代表者等は、

凶器を使用した対立抗争又は内部抗争によりその指定暴力団員が他人の生命、身体又は

財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずることとするほ

か、暴力的不法行為等の範囲を拡大しようとするものであります。 

 委員会におきましては、暴力団代表者等の民事責任追及の実効性、暴力団による犯罪

被害者の救済と警察の協力、暴力団対策の取組強化、暴力団離脱希望者の社会復帰策な

どについて質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 昨日、質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


